


【国保】 
 

D-62 α-フェトプロテインレクチン分画（AFP-L3%）（慢性肝炎） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初診月又は再診月に傷病名が「慢性肝炎」のみの場合、α-

フェトプロテインレクチン分画（AFP-L3%）は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 告示・通知から、「慢性肝炎」のみでは認められない。 

 

 


